
  
糸谷教育長 ただいまの出席委員は４名であり、会議は成立いたします。 

  

 ただいまから、令和６年第３回雨竜町教育委員会を開会いたします。 

本委員会の説明員は別紙配布のとおりであります。 

 

日程第１「前回会議録の承認」についてですが、出席委員の署名をいた

だいておりますので、承認済みといたします。 

 

次に、日程第２「教育委員会行政報告」を行います。私から報告させて

いただきます。 

  

 （教育長 報告） 

 （２．雨竜町立学校における不登校の状況について、教育課長報告） 

 （３．新十津川学校給食センターにおける給食調理業務委託業者につい

て、教育課長報告） 

  

 以上、教育委員会行政報告を終わります。 

 

「教育委員会行政報告」に対する質疑があればお受けいたします。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、以上で「教育委員会行政報告」を終わります。 

  

 次に、日程第３「議案第６号 専決処分した事件の承認について 雨竜

町立学校教職員の人事に関する内申について」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第６号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議議案第６号 専決処分した事件の承認につい

て 雨竜町立学校教職員の人事に関する内申について」は原案のとおり決

することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  



糸谷教育長 

 

糸谷教育長 

異議なしと認めます。 

 

よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第４「議案第７号 専決処分した事件の承認について 雨竜

町立学校教職員の臨時的任用に関する内申について」を議題といたしま

す。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第７号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第７号 専決処分した事件の承認について 

雨竜町立学校教職員の臨時的任用に関する内申について」は原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第５「議案第８号 専決処分した事件の承認について 雨竜

町立学校教職員の臨時的任用に関する内申について」を議題といたしま

す。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第８号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 



おはかりいたします。「議案第８号 専決処分した事件の承認について 

雨竜町立学校教職員の臨時的任用に関する内申について」は原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第６「議案第９号 専決処分した事件の承認について 雨竜

町立学校教職員の臨時的任用に関する内申について」を議題といたしま

す。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第９号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第９号 専決処分した事件の承認について 

雨竜町立学校教職員の臨時的任用に関する内申について」は原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第７「議案第１０号 専決処分した事件の承認について 雨

竜町立学校教職員の兼職に関する内申について」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第１０号について

質疑ありませんか。 

  



全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第１０号 専決処分した事件の承認につい

て 雨竜町立学校教職員の兼職に関する内申について」は原案のとおり決

することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第１０号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第８「議案第１１号 専決処分した事件の承認について 雨

竜町立学校教職員の臨時的任用に関する内申について」を議題といたしま

す。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第１１号について

質疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第１１号 専決処分した事件の承認につい

て 雨竜町立学校教職員の臨時的任用に関する内申について」は原案のと

おり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第１１号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第９「議案第１２号 専決処分した事件の承認について 雨

竜町立学校教職員の臨時的任用に関する内申について」を議題といたしま

す。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  



先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第１２号について

質疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第１２号 専決処分した事件の承認につい

て 雨竜町立学校教職員の臨時的任用に関する内申について」は原案のと

おり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第１２号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第１０「議案第１３号 雨竜町教育委員会事務局職員の任免

について」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第１３号について

質疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第１３号 雨竜町教育委員会事務局職員の

任免について」は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第１３号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第１１「議案第１４号 雨竜町立学校会計年度任用職員の任

命について」を議題といたします。 

 



事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第１４号について

質疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第１４号 雨竜町立学校会計年度任用職員

の任命について」は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第１４号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第１２「議案第１５号 雨竜町立学校学校運営協議会委員の

委嘱について」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第１５号について

質疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第１５号 雨竜町立学校学校運営協議会委

員の委嘱について」は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第１５号は、原案のとおり可決されました。 

  



糸谷教育長 以上で、本委員会に提案のあった全議案の審議を終了しました。次に委

員提案事項がありましたら、お受けいたします。何かございますでしょう

か。 

  

糸谷教育長 なければ、事務局から報告事項と今後の日程について説明願います。 

  

先 名 課 長 （報告事項と今後の日程について 別途配布資料により説明） 

 

 

内容 

①特定非営利活動奏楽「校歌プロジェクト」におけるＣＤ・ＤＶＤの寄 

贈について 

②カナダトロント国際交流事業について 

 

  

糸谷教育長 ただいま今後の日程について説明がありました。 

この点について、何かご質問等ございますでしょうか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 よろしいでしょうか。以上をもちまして令和６年第３回雨竜町教育委員

会を閉会いたします。 

 


